












要約:神奈川県では、昭和 60年度より県立婦人総合センターに於いて思春期保健相談室を

開設し医学的対応を必要とするケースは医師(産婦人科、精神科、泌尿器科)による相談を

行って来ている。この後、昭和 62 年度より「かながわすこやか生活プラン」が策定され、

プランの中のライフサイクル別課題の少年期にしぼり、各保健所でこの事業に取りくむ事

になった。保健所における取りくみの方法として集団指導と個別指導の推進を課題として

青少年を対象とした相談機関と連携を取りながらこの事業に取りくんでいる。又県として

は思春期の性を軸としてそれに関する問題行動、障害、異常の解決と心身の健全な発達を

図るという観点から指導用マニュアルの作成に取りくんでいる。県の思想を受けてこの問

題を地域に根ざした活動に展開していくために、相模原保健所管内での実施状況と、相模

原市医師会の協力により教育の実践を試み今後の「健全母性育成事業の新たな展開のモデ

ルに資するため報告する。 


